
新発田市チャレンジゼロカーボン補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金（地域脱炭素移行・再エネ推進交付

金）（以下「再エネ推進交付金」という。）交付要綱（令和８年３月３１日環地域事発第２６０３３

１３号。以下「国交付要綱」という。）第２９条第１項に規定する間接補助金を新発田市チャレンジ

ゼロカーボン補助金（以下「補助金」という。）として予算の範囲内において交付することについ

て、国交付要綱、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領（令和８年３月３１日環地域事発第

２６０３３１３号。以下「国要領」という。）及び新発田市補助金等交付規則（昭和３３年新発田市

規則第１０号）に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（用語の意義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

⑴ 登録事業者 市長が別に定める新発田市チャレンジゼロカーボン支援事業者登録制度実施要

領に定める規定に基づいて、本市にその登録を認められた事業者をいう。

⑵ 重点エリア 特に支援が必要である区域として、市長が定める区域をいう。

⑶ J－クレジット制度 省エネルギー設備の導入又は再生可能エネルギーの活用による二酸化炭

素等の排出削減量及び適切な森林管理による二酸化炭素等の吸収量を「クレジット」として国が

認証する制度をいう。

２ 前項に定めるもののほか、この要綱で使用する用語の意義は、国交付要綱及び国要領で使用する

用語の例による。

（補助対象設備）

第３条 補助対象設備（補助金の対象となる設備をいう。以下同じ。）は、次の各号に掲げる補助対

象者（補助金の交付を受けることができる者をいう。以下同じ。）の区分に応じ、当該各号に定め

るところによる。

⑴ 個人

ア 太陽光発電設備

イ 定置用蓄電池

ウ 高効率空調機器

⑵ 民間事業者

ア 太陽光発電設備

イ 定置用蓄電池

ウ 高効率照明機器

エ 地中熱利用設備

オ 高効率空調機器

（補助対象者）

第４条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。



⑴ 補助金の実績報告を提出する日において、個人にあっては住民基本台帳法（昭和４２年法律第

８１号）に基づき本市の住民基本台帳に記録されていること、民間事業者にあっては、市内に本

社又は営業所等があること。

⑵ 市税を滞納していないこと。

⑶ 補助金の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）における設備の調達若しくは設置

工事等の全部又は一部を本市に本社若しくは営業所等がある事業者に発注を行うこと。

⑷ 暴力団（新発田市暴力団排除条例（平成２４年新発田市条例第２号）第２条第１号に規定する

暴力団をいう。）又は暴力団員（同条第２号に規定する暴力団員をいう。）と社会的に非難される

べき関係を有すると認められない者であること。

⑸ 太陽光発電設備又は定置用蓄電池を、オンサイトＰＰＡ（Power Purchase Agreement（電力購

入契約））又はリースを利用して導入する場合は、上記の各号の要件に加え、別表１に別に定め

るＰＰＡ事業者又はリース事業者の要件を満たすこと。

⑹ 市長が補助金の交付にふさわしくないと認める事業を行っていないこと。

（補助要件、補助金額等）

第５条 補助対象者の区分に応じた補助対象設備ごとの補助要件、補助金額等は、別表第２（個人用）、

及び別表第３（民間事業者用）のとおりとし、当該補助金額に千円未満の端数があるときは、これ

を切り捨てた額とする。

２ 補助対象設備を設置する住宅、施設等は、市内に所在するものに限る。

３ 補助金の交付は、それぞれの補助対象設備ごとに１回限りとする。

４ 補助対象者が個人の場合において、一の個人が補助金の交付を受けた補助対象設備については、

当該個人と同一の世帯に属する者は、補助金の交付を受けることができない。

５ 他の法令又は予算制度に基づいた国の負担または補助を得て、若しくはそれを原資として実施

する他の事業と併せて事業を実施することはできない。

６ 導入する設備は、商用化され、導入実績があるものであって、中古の設備であってはならない。

７ 補助対象設備の設置にあたり、補助対象設備の調達、設置工事等の全部又は一部を市内に本社又

は営業所等がある事業者に発注すること。

８ 第１７条第１項に規定する法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象設備の設置により取得

した温室効果ガス排出削減効果については、Ｊ－クレジット制度への登録を行わないこと。

（補助対象経費）

第６条 補助金の交付対象となる経費は、補助対象設備を設置するために必要な経費であって、別表

第４に掲げるものとする。ただし、消費税及び地方消費税相当額を除く。

（交付申請）

第７条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、新発田市チャレンジゼロカーボン補助金交

付申請書（別記第１号様式）に、「個人用」又は「民間事業者用」の新発田市チャレンジゼロカー

ボン補助金実施計画書（別記第２号様式）及び別表第５に規定する補助対象設備ごとの必要書類を

添えて、市長に申請しなければならない。

２ 太陽光発電設備又は定置用蓄電池の導入にオンサイトＰＰＡを利用する場合は、新発田市チャ

レンジゼロカーボン補助金サービス料金算定明細書（別記第３号様式）、リースを利用する場合は、



新発田市チャレンジゼロカーボン補助金リース料金算定明細書（別記第４号様式）を、前項に定め

る必要書類に添えて、市長に提出しなければならない。

（事前着手）

第８条 補助対象者は、補助金の交付の決定前に補助対象設備の調達、設置工事等の発注を行っては

ならない。

２ 前項の規定にかかわらず、補助対象者は、補助金の交付の決定前に補助対象設備の調達、設置工

事等の発注を行うやむを得ない理由があるときは、あらかじめ新発田市チャレンジゼロカーボン

補助金事前着手届（別記第５号様式）を市長に提出しなければならない。この場合においては、市

長が別に定める日以後に補助対象設備の調達、設置工事等の発注をしなければならない。

（交付申請事務の委任）

第９条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、第７条に規定する交付申請の手続を補助対

象設備の調達、設置工事等を発注する者その他の者に委任することができる。この場合においては、

第７条に規定する書類のほか、代理申請に係る委任状（別記第６号様式）を市長に提出しなければ

ならない。

（交付決定）

第１０条 市長は、第７条の規定による申請があった場合は、これを審査の上、補助金を交付すると

決定したときは新発田市チャレンジゼロカーボン補助金交付決定通知書（別記第７号様式）により、

補助金を交付しないと決定したときは新発田市チャレンジゼロカーボン補助金不交付決定通知書

（別記第８号様式）により、当該申請者に通知するものとする。

（事業内容の変更）

第１１条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者（以下「交付決定者」という。）は、補助金の交

付決定を受けた後に、交付申請の内容に変更（軽微な変更を除く。）があったときは、速やかに新

発田市チャレンジゼロカーボン補助金変更届（別記第９号様式）に変更の内容が確認できる書類を

添えて、市長に届け出なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

（事業の中止等）

第１２条 交付決定者は、補助対象事業を中止するときは、速やかに新発田市チャレンジゼロカーボ

ン補助金中止届出書（別記第１０号様式）により、市長に届け出なければならない。

２ 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該補助対象事業に係る補助金の交付決定を取

り消し、新発田市チャレンジゼロカーボン補助金交付取消通知書（別記第１１号様式）により、当

該届出者に通知するものとする。

（実績報告書等）

第１３条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、当該補助対象事業が完了した日から３０

日が経過する日又は当該年度の２月２０日のいずれか早い日までに、新発田市チャレンジゼロカ

ーボン補助金実績報告書（別記第１２号様式）に、別表第６に規定する補助対象設備ごとの必要書

類を添えて、市長に提出しなければならない。

２ 市長は、前項に規定する実績報告があったときは、その内容を審査の上、新発田市チャレンジゼ

ロカーボン補助金確定通知書（別記第１３号様式）により、当該報告者に通知するものとする。

（補助金の取消し等）



第１４条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り

消すことができる。

⑴ 偽りその他不正な手段により補助金を受けたと認められるとき。

⑵ この要綱の規定に違反したと認められるとき。

２ 前項に規定する場合において、市長は、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることが

できる。

（補助金の請求）

第１５条 補助金の確定通知を受けた交付決定者は、当該確定通知を受領後、速やかに新発田市チャ

レンジゼロカーボン補助金請求書（別記第１４号様式）を市長に提出しなければならない。

２ 市長は、前項に規定する請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

（財産の管理）

第１６条 補助金の交付を受けた交付決定者（以下「補助金受領者」という。）は、補助対象事業に

より取得し、又は効用の増加した財産（この条において「取得財産等」という。）について、管理

するための台帳を備え、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって取得財産

等を管理し、国交付要綱の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

（財産処分の制限）

第１７条 補助金受領者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）

に規定する耐用年数の期間（以下「処分制限期間」という。）内に、市長の承認を受けないで、補

助金により取得した財産を国交付要綱の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に

供し、又は取り壊し（破棄を含む。）をしてはならない。

２ 補助金受領者は、前項に規定する市長の承認を受けようとするときは、新発田市チャレンジゼロ

カーボン補助金取得財産等処分承認申請書（別記第１５号様式）を市長に提出しなければならない。

３ 市長は、前項に規定する申請書の提出があった場合は、これを審査（必要に応じて行う現地調査

等により財産処分に関する事項を調査することを含む。）の上、処分を承認するときは、新発田市

チャレンジゼロカーボン補助金取得財産等処分承認通知書（別記第１６号様式）により、当該申請

者に通知するものとする。

（契約解除の制限）

第１８条 補助金受領者は、オンサイトＰＰＡ又はリースに係る契約を解除しようとする場合は、新

発田市チャレンジゼロカーボン補助金契約解除承認申請書（別記第１７号様式）を市長に提出しな

ければならない。

２ 市長は、前項に規定する申請書の提出があった場合は、これを審査（必要に応じて行う現地調査

等により契約解除に関する事項を調査することを含む。）の上、契約解除を承認するときは、新発

田市チャレンジゼロカーボン補助金契約解除承認通知書（別記第１８号様式）により、当該申請者

に通知するものとする。

３ 前項に規定する場合において、市長は、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることが

できる。

（協力義務）



第１９条 太陽光発電設備に係る補助金受領者は、当該太陽光発電設備が使用可能となった月の翌

月から１２箇月後までの発電電力量、自家消費率及び売電量を、新発田市チャレンジゼロカーボン

補助金太陽光発電自家消費率報告書（別記第１９号様式）により、市長に報告しなければならない。

（関係書類の整備及び保存）

第２０条 補助金受領者は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を備え、補

助金の交付を受けた日の属する年度の終了後５年間保存しておかなければならない。

（その他）

第２１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。

（要綱の失効）

２ この要綱は、令和１２年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効前に補助金

受領者である者については、第１４条及び第１６条から第２１条までの規定は、この要綱の失効後

もなおその効力を有する。

別表第１（第４条関係）

太陽光発電設備・定置用蓄電池

区分 内容

オンサイトＰＰＡ 補助対象者は、以下の各号の要件を満たすＰＰＡ事業者とし、需要家につ

いては、第５条第１号から第８号の各号を満たす者とする。

１ 法人その他の団体（市町村及び一部事務組合を除く。）であること。

２ 地方自治法施行令第１６７条の４第 1項各号に該当する者であること。

３ 市税の滞納がないこと。

４ 会社更生法に基づく再生手続開始の申立て中又は再生手続中でないこ

と。

５ 民事再生法に基づく再生手続開始の申立て中又は再生手続中でないこ

と。

６ ＰＰＡ事業者に補助金が交付された場合、補助金相当分が需要家に対

するサービス料金から控除されるものであること。

７ ＰＰＡ事業者は、補助事業により導入した太陽光発電システムについ

て、処分制限期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明で

きる書類を具備すること。

リース 補助対象者は、以下の各号の要件を満たすリース事業者とし、需要家につ

いては、第５条第１号から第８号の各号を満たす者とする。

１ 法人その他の団体（市町村及び一部事務組合を除く。）であること。



別表第２（個人用）（第５条関係）

太陽光発電設備

２ 地方自治法施行令第１６７条の４第 1項各号に該当する者であること。

３ 市税の滞納がないこと。

４ 会社更生法に基づく再生手続開始の申立て中又は再生手続中でないこ

と。

５ 民事再生法に基づく再生手続開始の申立て中又は再生手続中でないこ

と。

６ リース事業者に補助金が交付された場合、補助金相当分が賃借人に対す

るリース料金から控除されるものであること。

７ リース事業者は、補助対象事業により導入した太陽光発電システムにつ

いて、処分制限期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明

できる書類を具備すること。

８ リース事業者は、リース期間が処分制限期間よりも短い場合は、所有権

移転ファイナンスリース取引又は再リースにより、処分制限期間満了まで

継続的に使用することを担保すること。

補助要件 次に掲げる要件を全て満たすものとする。

１ 国要領別紙２の重点対策加速化事業ア（ア）太陽光発電設備（自家消費型）に定

める交付要件を満たすこと。

２ 新発田市内の需要家自らが所有し、居住又は居住する予定である住宅又はその敷

地に太陽光発電設備を設置すること。

３ 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定

格出力の合計値のいずれか（以下「発電出力」という。）が１０ｋＷ未満の太陽光発

電設備であること。

４ 太陽光発電設備の発電電力量等の計測器が設置されること。（発電量の実績と需

要量の把握や記録ができるもの。）

５ 発電状況や電気使用状況等の情報提供に協力すること。

補助金額 市補助分と再エネ推進交付金対象分の合計額

市補助分 ５万円／ｋＷ（２ｋＷまで、上限１０万円）

再エネ推進交付金対象分 【既築住宅へ登録事業者を利用して設置する者】

７万円／ｋＷ（３ｋＷまで、上限２１万円）

※ 交付申請額の算定において、発電出力は、太陽光モジュールにおけるＪＩＳ等に基づく公称最大出力

の合計値又はパワーコンディショナーの定格規格の合計値のいずれか低い方を、ｋＷ単位で小数点以下

を切り捨てた値を用いる。



定置用蓄電池

高効率空調機器

【既築住宅へ登録事業者を利用せずに設置する

又は新築住宅へ設置する者】

５万円／ｋＷ（３ｋＷまで、上限１５万円）

補助要件 次に掲げる要件を全て満たすものとする。

１ 国要領別紙２の重点対策加速化事業ア（イ）蓄電池に定める交付要件を満たすこ

と。ただし、別表第２（個人用）太陽光発電設備の補助要件をすべて満たす設備が

すでに導入されている場合は、定置用蓄電池のみの交付申請ができるものとする。

その場合、再エネ推進交付金対象経費分の補助は行わない。

２ 新発田市内の需要家自らが所有し、居住又は居住する予定である住宅又はその敷

地に定置用蓄電池を設置すること。

３ 蓄電容量は、２０ｋＷｈ未満とすること。

４ 次の価格基準内の定置用蓄電池となるように努めること。

１２．５万円／ｋＷｈ（工事費込み・税抜き）以下

５ 申請時点で国の補助事業における補助対象機器として、（一社）環境共創イニシア

チブにより登録されている製品であること。

補助金額 市補助分と再エネ推進交付金対象分の合計額

市補助分 ３万円／ｋＷｈ（４ｋＷｈまで、上限１２万円）

再エネ推進交付金対象分 太陽光発電設備を同時に導入する者に対し、以下

のとおり交付する。

【既築住宅へ登録事業者を利用して設置する者】

４．７万円／ｋＷｈ（５ｋＷｈまで、上限２３．

５万円）又は補助対象経費単価の１／３のいずれ

か低い方

【既築住宅へ登録事業者を利用せずに設置する

又は新築住宅へ設置する者】

３万円／ｋＷｈ（５ｋＷｈまで、上限１５万円）

又は補助対象経費単価の１／３のいずれか低い

方

補助要件 次に掲げる要件を全て満たすものとする。

１ 国要領別紙２の重点対策加速化事業エ（ヌ）高効率空調機器に定める交付要件を

満たすこと。

※ 算定に用いる「蓄電容量」は、単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で

算出される蓄電池部の値で、ｋＷｈ単位で小数点第２位以下を切り捨てた値を用いる。



別表第３（民間事業者用）（第５条関係）

太陽光発電設備

定置用蓄電池

２ 自ら所有し、居住又は居住する予定である住宅に高効率空調機器を設置するこ

と。

３ 既設の空調機器を撤去し、新規に購入する機器に更新すること。

４ ＣＯ２削減効果について、「地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック」（環境省）

等に基づいて算定を行い、３０％の削減効果があることを示すこと。

補助金額 【登録事業者利用者】

補助対象経費（本体＋設置工事費等・税抜き）の１／２（上限１０万円）

【登録事業者を利用しない者】

補助対象経費（本体＋設置工事費等・税抜き）の１／２（上限５万円）

補助要件 次に掲げる要件を全て満たすものとする。

１ 国要領別紙２の重点対策加速化事業ア（ア）太陽光発電設備（自家消費型）に定

める交付要件を満たすこと。

２ 新発田市内の需要家自ら事業を行う、若しくは事業を行う予定である事業所又は

その敷地に太陽光発電設備を設置すること。

３ 太陽光発電設備の発電電力量等の計測器が設置されること。（発電量の実績と需

要量の把握や記録ができるもの。）

４ 発電状況や電気使用状況等の情報提供に協力すること。

補助金額 【重点エリア内企業、省エネ診断受診者又は登録事業者利用者のいずれかに該当する

者】

５万円／ｋＷｈ（５０ｋＷまで、上限２５０万円）

【上記のいずれにも該当しない者】

４万円／ｋＷｈ（５０ｋＷまで、上限２００万円）

補助要件 次に掲げる要件を全て満たすものとする。

１ 国要領別紙２の重点対策加速化事業ア（イ）蓄電池に定める交付要件を満たすこ

と。

２ 新発田市内の需要家自ら事業を行う、若しくは事業を行う予定である事業所又は

その敷地に定置用蓄電池を設置すること。

３ 次の価格基準内の定置用蓄電池となるように努めること。

蓄電容量が２０ｋＷｈ以上の蓄電システムの場合、１１．９万円／ｋＷｈ（工事

費込み・税抜き）以下

※ 交付申請額の算定において、発電出力は、太陽光モジュールにおけるＪＩＳ等に基づく公称最大出力

の合計値又はパワーコンディショナーの定格規格の合計値のいずれか低い方を、ｋＷ単位で小数点以下

を切り捨てた値を用いる。ただし、その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。



高効率照明機器

蓄電容量が２０ｋＷｈ未満の蓄電システムの場合、１２．５万円／ｋＷｈ（工事

費込み・税抜き）以下

４ 蓄電要領が２０ｋＷｈ未満の場合、申請時点で国の補助事業における補助対象機

器として、（一社）環境共創イニシアチブにより登録されている製品であること。

補助金額 【重点エリア内企業、省エネ診断受診者又は登録事業者利用者のいずれかに該当する

者】

４万円／ｋＷｈ（５０ｋＷｈまで、上限２００万円）又は補助対象経費単価の１／３

のいずれか低い方

【上記のいずれにも該当しない者】

３万円／ｋＷｈ（５０ｋＷｈまで、上限１５０万円）又は補助対象経費単価の１／３

のいずれか低い方

補助要件 次に掲げる要件を全て満たすものとする。

１ 国要領別紙２の重点対策加速化事業ウ（チ）高効率照明機器に定める交付要件を

満たすこと。

２ 自ら事業を行う事業所に高効率照明機器を設置しようとすること。

３ 既設の照明機器を撤去し、新規に購入する照明機器に更新すること。ただし、既

設の照明機器がＬＥＤの場合は補助の対象外とする。

補助金額 【重点エリア内企業、省エネ診断受診者又は登録事業者利用者のいずれかに該当する

者】

補助対象経費（本体＋設置工事費等・税抜き）の１／２（上限１００万円）

【上記のいずれにも該当しない者】

補助対象経費（本体＋設置工事費等・税抜き）の１／２（上限７５万円）

※ 算定に用いる「蓄電容量」は、単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で

算出される蓄電池部の値で、ｋＷｈ単位で小数点第２位以下を切り捨てた値を用いる。

※ 調光制御機能を有し、固有エネルギー消費効率（ｌｍ／Ｗ）の基準値（光源色が昼光色・昼白色・白色：

１００以上、光源色が温白色・電球色：５０以上）を満たしているＬＥＤのみを交付対象とする。

調光制御機能を有するＬＥＤとは、次のいずれかの機能を有するＬＥＤのことを指す。

①スケジュール制御

予め設定したタイムスケジュールに従い、個別回路、グループ化又はパターン化した回路を自動的

に点滅又は調光制御する機能

②明るさセンサによる制御

明るさセンサからの信号により、自動的に点滅又は予め設定した照度に調光制御する機能

③在／不在調光制御

人感センサ又は微動検知人感センサからの信号により、予め設定した個別回路を点滅又は調光制御す

る機能



地中熱利用設備

高効率空調機器

別表第４（第６条関係）

補助対象経費

※いずれの経費においても、補助要件の満たす範囲に限る。

※物品契約又は下請負契約をする場合は、それらの契約総額から消費税相当額を除外すること。

別表第５（第７条関係）

補助要件 １ 国要領別紙２の重点対策加速化事業イ（ケ）未利用熱利用設備（地中熱）に定め

る交付要件を満たすこと。

２ 自ら事業を行う農業用ハウス又はガラスハウス等に地中熱利用設備を設置する

こと。

３ 重点エリアに設置されるものであること。

４ 「地中熱利用にあたってのガイドライン（第４版）」（環境省）に定める遵守事項

等に準拠して実施をすること。

補助金額 市補助分と再エネ推進交付金対象分の合計額

市補助分 補助対象経費（本体＋設置工事費等・税抜

き）の１／１０（上限５０万円）

再エネ推進交付金対象分 補助対象経費（本体＋設置工事費等・税抜

き）の２／３（上限５００万円）

補助要件 次に掲げる要件を全て満たすものとする。

１ 国要領別紙２の重点対策加速化事業ウ（チ）高効率空調機器に定める交付要件を

満たすこと。

２ 自ら事業を行う又は行う予定である農業用ハウス又はガラスハウス等に高効率

空調機器を設置すること。

３ 重点エリア（田園エリア）に設置されるものであること。

４ ＣＯ２削減効果について、「地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック」（環境省）

等に基づいて算定を行い、３０％の削減効果があることを示すこと。

補助金額 補助対象経費（本体＋設置工事費等・税抜き）の１／２（上限２００万円）

設備費 補助対象設備の設置を行うために直接必要な設備及び機器の購入並びに購入物の運

搬、調整、据付け等に要する経費。

工事費 補助対象設備の設置を行うために直接必要な本工事費（材料費、労務費、直接経費、

共通仮設費、現場管理費及び一般管理費）、附帯工事費、機械器具費並びに測量及び試

験に要する費用。

業務費 ＰＰＡ契約又はリース契約等により実施される場合における、補助対象設備の設置

を行うために直接必要な需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料。



交付申請時の必要書類

区分 書類 ﾁｪｯｸ欄

共通

補助対象設備の導入数、場所、付近の図面及び現況が分かる書類 □

見積書の写し（補助対象経費の内訳が明記されているもの） □

導入する設備又は機器の型番及び仕様が分かる書類 □

市税の未納がないことが分かる書類（納税証明書等で、申請の日か

ら９０日以内に発行されたもの）
□

民間事業者

補助対象設備を設置する場所（事業所等）が、市

内に所在することが分かるもの（登記事項証明書

等で、申請の日から９０日以内に発行されたも

の）

□

省エネ診断を受けたことが分かる書類（重点エリ

ア内企業又は登録事業者を利用しない者で、補助

金の上乗せを受ける場合）

□

委任状（申請を代理人が行う場合） □

太陽光発電設備

パネルの安全性に関する第三者認証が分かる書類 □

オンサイトＰＰ

Ａ又はリース利

用者

契約期間内に需要家が負担するサービス料又は

リース料の合計額から補助金交付予定額相当分

が控除されることが分かる書類

□

補助対象設備の設置について、第１７条第１項に

規定する処分制限期間満了まで継続的に使用す

るために必要な措置等を証明できる書類

□

補助対象設備の設置により発電する電力の消費計画が分かる書類

（導入する太陽光発電設備の年間発電量の見込みに対する年間自

家消費電力が、個人用は３０％、事業者用は５０％以上消費するこ

とが分かるもの）

□

定置用蓄電池

蓄電容量が２０

ｋＷｈ未満

（一社）環境共創イニシアチブにより登録されて

いる製品であることが確認できる資料
□

別表第２定置用

蓄電池第３項に

定める価格を上

回る場合

複数業者からの見積書の写し □

地中熱利用設備 流量の調整機能を有することが分かる書類 □



※その他、申請内容等の審査にあたり必要とみなされた書類は、追加で提出を求める。

別表第６（第１３条関係）

実績報告時の必要書類

※その他、報告内容等の審査にあたり必要とみなされた書類は、追加で提出を求める。

高効率照明機器
調光機能を有することが分かる書類 □

固有のエネルギー消費効率（１ｍ／Ｗ）が確認できる書類 □

高効率空調機器

入替前の空調機器に対して３０％以上の省ＣＯ２効果を確認でき

る書類（民間事業者用は新設も可とする。ただし、従来の想定品の

型番及び性能を確認できる書類を添付すること）

□

入替前の空調機器の型番及び性能を確認できる書類（民間事業者用

は新設も可とする。ただし、従来の想定品の型番及び性能を確認で

きる書類を添付すること）

□

区分 書類 ﾁｪｯｸ欄

共通

領収書の写し（補助対象経費の内訳が明記されており、発注者・請

負業者双方の押印があり、収入印紙が貼付され、消印があるもの）
□

契約書等の写し □

新品であることが証明できる書類（出荷証明書、納品書等） □

補助対象設備の導入後の現況が分かる書類 □

補助対象設備の設置に当たり、補助対象設備の調達、設置工事等の

全部又は一部を市内に本社又は営業所等がある事業者に発注した

ことが分かる書類（領収書、請書又は契約書等）

□

太陽光発電設備

ＦＩＴ、ＦＩＰ認定を受けていないことが分かる電力受給契約確認

書の写し（補助対象者（オンサイトＰＰＡ又はリース契約の場合は

需要家）名義のものに限る。）

□

推定発電量及び消費予定電力が分かる書類 □

定置用蓄電池

共通の書類 □
高効率空調機器

高効率照明機器

地中熱利用設備


